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I. 恩賜林百年の森づくり条例 
 

○富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合 

百年の森づくり条例 

 

平成 24年 10月 4日  

条例第 1号  

 

 組合は、富士山北面の広大な入会地を統制管理する入会団体である。主に入会稼ぎのための直

接利用に供されていた入会地は、明治以降、造林地として整えられ今日の富士山体を覆う美林と

なっている。御料地の御下賜から一世紀を経て、この美林は、新たな入会の世紀に入った。私た

ちは、この美林を、次の世紀と次の世代に繋いでいくため、ここに新たなる百年の森づくりの基

本となる条例を制定する。 

（目的） 

第第第第１１１１条条条条 この条例は、富士山北面の森林が有する公益的機能が高度に発揮される森づくりを行う

ための基本理念を定め、組合の責務及び住民の役割を明らかにするとともに、森づくりに関す

る施策その他の取組を総合的かつ計画的に推進することにより、富士山北面の入会に基づいた

豊かな環境、資源及び文化を育む森林を保全し次世代への継承に資することを目的とする。 

（定義） 

第第第第２２２２条条条条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 森林 組合の管理地に存する森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 2 条第 1 項に規定する

森林（竹林を含む。）をいう。 

(2) 多面的機能 生物種保全などの生物多様性保全機能、化石燃料代替エネルギーなどの地球

環境保全機能、土砂災害防止機能、水源涵養機能、気候緩和などの快適環境形成機能、森林

浴などの保健・レクリエーション機能、景観形成などの文化機能、木材などの物質生産機能

など森林の有する多面にわたる機能をいう。 

(3) 公益的機能 多面的機能のうち、物質生産機能を除いた機能をいう。 

(4) 森づくり 森林の有する多面的機能を持続的に発揮させるため、森林を守り育てるととも

に活用することをいう。 

 (5) 人工林 植栽、種まき又はさし木により成立した森林（伐採跡地を含む。）をいう。 
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(6) 天然林 人工林以外の森林をいう。 

(7) 住民 富士山北面入会地に権利を有する住民をいう。 

（基本理念） 

第第第第３３３３条条条条 森づくりは、組合はもとより森林の土地所有者、住民等森林にかかわるすべての人々が

連携して、この条例の目的を達成するため、次の基本理念（以下「基本理念」という。）により

行うものとする。 

(1) 森林の有する公益的機能が住民の生活の安全及び安心の基盤であることから、自然の仕組

を重視した長期的な展望に立ち、生物の多様性に配慮するとともに、立地条件等の特性に応

じた適正な森林管理を実施することにより、公益的機能が高度に発揮される森づくりを推進

すること。 

(2) 林業及び木材産業の健全な発展が人工林の適正な管理に寄与することから、林業及び木材

産業を振興することにより、木材資源の循環利用が可能な森づくりを推進すること。 

(3) 入会の営み並びに歴史及び文化の継承を通じて、組合の構成市村などが行う地域づくりと

一体となって森づくりを推進すること。 

(4) 継続的な森林管理を行うためには、多様な人材が必要なことから、森づくりの担い手を育

成するとともに、住民との共働による森づくりを推進すること。 

（組合の責務） 

第第第第４４４４条条条条 組合は、この条例の目的を達成するため、森づくりに関し総合的かつ計画的な施策の推

進に努めなければならない。 

2 組合は、国、他の地方公共団体及び公共的団体等に対し、必要に応じて協力を求め、森づくり

を円滑に推進しなければならない。 

3 組合は、森づくりに関する施策を推進するため、財政上の必要な措置を講じなければならない。 

4 組合は、森林の有する多面的機能が十分に発揮される森づくりに努めなければならない。 

5 組合は、森林の境界及び木竹の状況を把握し、当該森林の管理方針を明らかにするよう努めな

ければならない。 

（住民の役割） 

第第第第５５５５条条条条 住民は、森林の有する公益的機能が住民共有の財産であることを認識し、森づくりに関

する取組に協力し、又は参加するよう努めるものとする。 

2 住民は、基本理念にのっとり、組合が生産する木材（以下「地域材」という。）その他の林産

物を活用するよう努めるものとする。 
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（森林管理の基本方針） 

第第第第６６６６条条条条 組合は、森林の有する多面的機能を高度に発揮させるため、次の方針に基づき森林管理

施策を実施するものとする。 

(1) 人工林は、立地条件等による林業の採算性と公益的機能の高度発揮の観点を勘案し、間伐

を中心とした適正な管理を重点的かつ計画的に推進する。 

(2) 天然林は、植生遷移（地域の植生が時間とともに自然に移り変わっていく現象をいう。）

を基本として維持し保全及び活用を図る。 

（森林の把握） 

第第第第７７７７条条条条 組合は、森林の有する公益的機能の維持及び回復を図るため、山梨県をはじめとする関

係行政機関等と連携し、森林の現況の把握、森林被害等に関する調査及び対策その他必要な措

置を講ずるものとする。 

（地域材の利用の拡大） 

第第第第８８８８条条条条 組合は、地域材の利用の拡大を図るため、住民の生活への活用の促進、住民に対する理

解の促進、公共事業への利用の推進、加工流通体制整備その他必要な措置を講ずるものとする。 

 （地域づくりと一体になった森づくり） 

第第第第９９９９条条条条 組合は、魅力ある地域づくりを推進するため、地域における就業機会の確保、都市と農

山村との交流の促進その他必要な措置を講ずるものとする。 

2 組合は、古くから地域に残る知恵、伝承等の森林文化を継承するよう努めなければならない。 

（共働による森づくり） 

第第第第１０１０１０１０条条条条 組合は、住民との共働による森づくりを推進するため、人工林、天然林を問わず、住

民への活動の場の提供、森づくり活動への支援、情報の提供その他必要な措置を講ずるものと

する。 

（森林環境教育の推進） 

第第第第１１１１１１１１条条条条 組合は、住民が森づくりについて理解及び関心を深めることができるよう、森林環境

教育を推進するものとする。 

（森づくりの普及啓発） 

第第第第１２１２１２１２条条条条 組合は、住民に対して、森づくりに関する普及啓発を行うものとする。 

2 前項に規定する普及啓発を推進するため、恩賜林森づくりの日及び恩賜林森づくり月間を別に

定める。 
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（森づくり構想） 

第第第第１３１３１３１３条条条条 組合長は、基本理念を実現するための基本構想（以下「森づくり構想」という。）を策

定するものとする。 

2 森づくり構想には、次の事項を定めるものとする。 

(1) 森林の立地条件等の特性に応じた森林の区分及びそれに応じた目標とする森林像 

(2) 目標とする森林像を実現するための長期の指針 

(3) 木材資源の循環利用のための長期の指針 

(4) その他組合長が必要と認める事項 

3 組合長は、必要があると認めたときは、森づくり構想を見直すことができる。 

4 組合長は、森づくり構想の策定及び見直しに当たっては、あらかじめ森林の土地所有者、住民

等の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、第 16 条に定める恩賜林百

年の森づくり委員会の意見を聴くものとする。 

5 組合長は、森づくり構想の策定及び見直しをしたときは、これを公表するものとする。 

（森づくり基本計画） 

第第第第１４１４１４１４条条条条 組合長は、森づくり構想を実現するため、おおむね 10 年間の計画（以下「森づくり基

本計画」という。）を策定し、必要な具体的施策を定めるものとする。 

2 森づくり基本計画は、おおむね 5 年ごとに見直すものとする。 

3 前条第 4 項及び第 5 項の規定は、森づくり基本計画の策定及び見直しについて準用する。 

（年次報告書） 

第第第第１５１５１５１５条条条条 組合長は、森林の状況、森づくり基本計画に基づき実施された施策の状況等について、

年次報告書を作成し、これを公表するものとする。 

（恩賜林百年の森づくり委員会） 

第第第第１６１６１６１６条条条条 基本理念に基づき森づくりを推進するため、恩賜林百年の森づくり委員会（以下この

条において「委員会」という。）を置く。 

2 委員会は、次の事項について協議、調査、提言及び評価を行う。 

(1) 森づくり構想及び森づくり基本計画に関すること。 

(2) 森づくりに関する基本的な事項に関すること。 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、組合長が必要と認めること。 
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3 委員会は、次に掲げる者のうちから組合長が委嘱する委員 15 人以内をもって組織する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 森林の土地所有者、林業及び木材産業等事業者 

(3) 公募による住民 

(4) その他組合長が適当と認める者 

4 委員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。 

5 前項本文の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

附附附附    則則則則    

（施行期日） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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II. 恩賜林百年の森づくり構想策定プロセス 
恩賜林百年の森づくり構想は、本組合 組合長が恩賜林百年の森づくり委員会に対して諮問

を行い、同委員会が検討を重ね組合長に答申したものを受け策定したものです。 

同委員会の下には、「恩賜林百年の森づくり条例」に示される基本理念の具体化、実現に向

けた検討を目的とした、5 つの専門部会が設置され、検討が行われました。 

各専門部会で確認された取組方針を収斂させ、「恩賜林百年の森づくり構想」について答申

がなされました。 

 

【恩賜林百年の森づくり委員会及び専門部会の構造ならびに専門部会の検討目的】 

 

 

 

 

公益的機能部会

資源循環部会

地域連携部会

⼈づくり共働部会

組合組織設計部会

【検討の目的】 以下の基本理念の具体化

「森林の有する公益的機能が住民の生活の安全及び安心の基盤であることから、

自然の仕組みを重視した長期的な展望に立ち、生物の多様性に配慮するとともに、

立地条件等の特性に応じた適正な森林管理を実施することにより、公益的機能が

高度に発揮される森づくりを推進すること。」

【検討の目的】 以下の基本理念の具体化

「林業及び木材産業の健全な発展が人工林の適正な管理に寄与することから、

林業及び木材産業を振興することにより、木材資源の循環が可能な森づくりを

推進すること。」

【検討の目的】 以下の基本理念の具体化

「入会の営み並びに歴史及び文化の継承を通じて、組合の構成市村などが行う

地域づくりと一体となって森づくりを推進すること。」

【検討の目的】 以下の基本理念の具体化

「継続的な森林管理を行うためには、多様な人材が必要なことから、森づくりの

担い手を育成するとともに、住民との共働による森づくりを推進すること。」

【検討の目的】

上記4専門部会で議論される基本理念の実現に向けた組合の財政・組織運営体制

について

恩賜林百年の森づくり委員会
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【恩賜林百年の森づくり委員会及び専門部会の開催スケジュール】 

年年年年    月月月月    日日日日    会合会合会合会合    議題議題議題議題    

2013 年 9 月 17 日 第 1回 委員会 ・ 条例説明 

・ 委員会及びスケジュールについて 

・ 恩賜林組合の森林の現状と課題につ

いて 

10 月 31 日 第 1回 

公益的機能部会 

・ 恩賜林百年の森づくり構想について 

・ 恩賜林組合管理地の現状 

・ 専門部会について 

11 月 20 日 第 1回 

資源循環部会 

・ 恩賜林百年の森づくり構想について 

・ 恩賜林組合管理地の現状 

・ 組合管理地における資源循環の現状 

 第 1回 

地域連携部会 

・ 恩賜林百年の森づくり構想について 

・ 恩賜林組合管理地の現状 

・ 組合管理地における地域連携の現状 

25 日 第 1回 

人づくり共働部会 

・ 恩賜林百年の森づくり構想について 

・ 恩賜林組合管理地の現状 

・ 森づくりのための人づくりについて 

 第 1回 

組合組織設計部会 

・ 恩賜林百年の森づくり構想について 

・ 恩賜林組合管理地の現状 

12 月 10 日 第 2回 

公益的機能部会 

・ 総合的な森林利用に向けた今後の取

組み（案） 

 第 2回 

資源循環部会 

・ 木材利用の拡大・充実に向けた今後の

取組み（案） 

11 日 第 2回 

人づくり共働部会 

・ 人づくりに向けた今後の取組み（案） 

26 日 第 2回 

地域連携部会 

・ 地域連携に向けた今後の取組み（案） 

2014 年 1 月 22 日 第 3回 

資源循環部会 

・ 恩賜林百年の森づくり構想策定に向

けて 

・ 木材利用の拡大・充実に向けた今後の

取組みとりまとめ 

・ 木質バイオマス事業に向けた検討 

24 日 第 3回 

公益的機能部会 

・ 恩賜林百年の森づくり構想策定に向

けて 

・ 各専門部会の検討結果について 

・ 今後の取組方針に基づく組合管理地

の姿及び組合の役割について 

3 月 7 日 第 2回 

組合組織設計部会 

・ 構想策定及び部会での検討の関係性 

・ 組合財政運営の現状及び対処方針 

・ 他部会で検討された事業の実施に向

けた事業費概算の試算 

・ 組合組織の今後について 

20 日 第 2回 

委員会 

・ 専門部会での検討結果について 

・ 恩賜林百年の森づくり構想 答申（案）

について 
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【恩賜林百年の森づくり委員会及び専門部会  委員名簿】 

恩賜林百年の森づくり委員会 

 委員委員委員委員 所属所属所属所属 備考備考備考備考    

会長 渡辺  忠義 恩賜林組合  組合会  議長  

副会長 佐藤  延幸 富士吉田入会組合連合会  会長  

 長田  幸保 恩賜林組合  組合会  副議長  

 天野  洋尚 恩賜林組合  組合会  副議長 前任者 

 天野  貞夫 恩賜林組合  組合会  林務委員長  

 天野  弥一 恩賜林組合  組合会  林務委員長 前任者 

 高村  不二義 山中湖村旧三村入会組合連合会  会長  

 天野  一光 忍草入会組合  組合長  

 天野  初文 恩賜林組合  助役  

 平山  喜久雄 恩賜林組合  助役 前任者 

 

公益的機能部会 

 委員委員委員委員 所属所属所属所属 

部会長 山本  清龍 岩手大学 農学部 准教授 

副部会長 相沢  喜三郎 富士吉田市 産業観光部 農林課 課長 

 内田  剛 山梨県 富士・東部林務環境事務所 森づくり推進課 副主査 

 羽田  清盛 公募委員 

 萱沼  常吉 恩賜林組合 森林整備課 課長 

 

資源循環部会 

 委員委員委員委員 所属所属所属所属 

部会長 小澤  雅之 山梨県森林総合研究所 富士吉田試験園  主任研究員 

副部会長 市川  巌 山梨木質バイオマス協議会 会長 

 内田  剛 山梨県 富士・東部林務環境事務所 森づくり推進課 副主査 

 勝俣  正信 公募委員 

 土光  智子 横浜国立大学 博士／慶應義塾大学 非常勤講師 兼務 

 萱沼  常吉 恩賜林組合 森林整備課 課長 

 

地域連携部会 

    委員委員委員委員 所属所属所属所属 

部会長 一ノ瀬  友博 慶應義塾大学 環境情報学部 教授 

副部会長 滝口  修 富士吉田市 演習場対策室 部長 

 高村  富義 山中湖村 企画まちづくり課 課長 

 大森  広 富士吉田市商工会議所 青年部 会長 

 高村  隆仁    南都留中部商工会 青年部長 

 池田  潤一郎 恩賜林組合 企画財政課 課長 
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人づくり共働部会 

 委員委員委員委員 所属所属所属所属 

部会長 増田  直広 キープ協会 環境教育事業部 事業部長 

副部会長 山崎  茂 山中湖村 環境産業課 課長 

 小野  利郎 富士五湖青年会議所 理事長 

 宮下  太貴 地元造林業者 

 渡辺  己三男 恩賜林組合 森林文化課 課長 

 

組合組織設計部会 

 委員委員委員委員 所属所属所属所属 

部会長 広瀬  猛弘 山梨中央銀行 吉田支店 取締役支店長 

副部会長 渡辺  広人 忍野村 企画課 課長 

 勝俣  高明 公認会計士・税理士 

 渡辺  伸一 恩賜林組合 総務課 課長 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 滝口  正樹 山梨県 総務部 市町村課 主任 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 舩木  達巳 山梨県 総務部 市町村課 主任 
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恩賜林百年の森づくり構想 
―森づくりを基幹とした次の⼊会のかたちと富の創出― 
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